
 
 

 
 

久
米
二
丁
目
の
松
山
公
園
内
に
設
置
さ
れ
た
赤
瓦
の
建
物
は
、
那
覇
市
の
所
有
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
名
称
を
久
米
至
聖
廟
（孔
子
廟
・

明
倫
堂
）
と
称
し
、
本
来
若
狭
一
丁
目
の
一
般
社
団
法
人
久
米
崇
聖
会
の
所
有
地
に
建
立
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
旧
建
物
自
体
は
現
在
も

そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
那
覇
市
は
、
大
人
の
目
が
行
き
届
き
子
供
達
が
最
も
安
心
し
て
遊
ぶ
事
の
出
来
る
こ
の
市
民
公
園
の
約
三
分
の
一
の
敷
地
を
こ

の
団
体
に
使
用
さ
せ
て
お
り
ま
す
。
那
覇
市
が
、
こ
の
公
園
一
帯
の
整
備
に
投
じ
た
市
民
の
税
金
は
、
二
十
億
円
に
も
及
び
ま
す
。
那
覇
市

は
、
子
供
の
貧
困
対
策
や
障
害
児
童
の
支
援
施
設
の
建
設
を
後
回
し
に
し
て
、
公
益
性
の
少
な
い
そ
れ
も
、
一
団
体
の
信
仰
対
象
物
の
下
地

作
り
に
巨
額
の
税
金
を
投
じ
、
現
在
も
施
設
の
用
地
を
事
も
あ
ろ
う
こ
と
か
無
償
に
し
て
お
り
ま
す
。 

最
大
の
問
題
は
、
こ
の
施
設
の
設
置

が
、
現
行
憲
法
の
謳
う
政
教
分
離
の
原
則
に
違
反
し
て
い
る
事
に
あ
り
ま
す
。 

（
現
在
、
市
民
か
ら
訴
え
ら
れ
、
住
民
訴
訟
を
係
争
中
で

す
。
） 

 

こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
久
米
二
丁
目
の
松
山
公
園
全
体
を
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
取
り
戻
す
た
め
に
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
強

く
要
望
す
る 

 

請
願
事
項 

一
、 

久
米
二
丁
目
の
松
山
公
園
内
に
あ
る
久
米
至
聖
廟
を
一
般
社
団
法
人
久
米
崇
聖
会
が
所
有
す
る
土
地
（①
若
狭
一
丁
目
二
五
番
地

➁
久
米
二
丁
目
二
九
番
地
、
現
在
某
ホ
テ
ル
駐
車
場
の
何
れ
か
）に
速
や
か
に
移
転
さ
せ
る
こ
と 

二
、 

移
転
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
久
米
至
聖
廟
用
地
の
借
地
料
を
正
当
な
料
金
で
徴
収
す
る
こ
と 

三
、 

久
米
地
区
に
あ
る
公
園
を
松
山
地
区
の
公
園
と
し
て
誤
解
を
生
む
こ
と
か
ら
の
名
称
を
改
め
、
公
園
の
活
用
等
の
意
見
を
広
く
市
民

か
ら
求
め
、
そ
の
要
望
に
沿
っ
て
再
整
備
を
行
う
こ
と 

 

財
務
大
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那
覇
市
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取
扱
者
名
（団
体
・個
人
） 
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所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電
話
番
号 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
氏

 
名

          

           
 
 
 
 
住

 
 
 
 
所

A3
サ
イ
ズ
で
印
刷
、
コ
ピ
ー
を
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
署
名
用
紙
は
右
の
取
扱
者
（
個
人
・
団
体
）
宛
ま
た
は
、
住
み
よ
い
那
覇
市
を
作
る
会

（
〒900-0024

 

那
覇
市
古
波
蔵
2
ー
32
ー
27
ー
408
）
ま
で
ご
送
付
く
だ
さ
い
。 

松
山
公
園
か
ら
孔
子
廟
を
移
転
さ
せ
、
市
民
の
公
園
を
取
戻
す
た
め
の
請
願
署
名 


